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⽶国の関税措置に関する⽇⽶協議︓⽇⽶間の合意(⽶国時間7/22)(概要)
（⽶国の関税措置の⾒直し）
 相互関税 追加関税25％（8⽉1⽇以降） →15％（含︓MFN税率）（注）

（注）MFN関税率が15％以上の品⽬には追加関税は課されず、15％未満の品⽬については15％となる。
 ⾃動⾞・⾃動⾞部品関税 追加関税25％ →15％（含︓MFN税率）（注）

（注）⾃動⾞の場合、MFN税率は2.5%。⾃動⾞の追加関税は半減。
 半導体・医薬品関税 仮に分野別関税が課される場合も⽇本を他国に劣後する形で扱わない

（経済安全保障⾯での協⼒）
 ⽇⽶は、⽇本企業による⽶国への投資を通じて、経済安全保障上重要な9つの分野等（注）について、

⽇⽶がともに利益を得られる強靱なサプライチェーンを⽶国内に構築していくため、緊密に連携。
（注）半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、⾃動⾞、AI／量⼦等

 ⽇本は、その実現に向け、政府系⾦融機関が最⼤5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供するこ
とを可能にする。出資の際における⽇⽶の利益の配分の割合は、双⽅が負担する貢献やリスクの度合いを踏
まえ、１︓９とする。

（貿易の拡⼤）
 ⽇本は、以下の事項に関連する対応をとる(農産品を含め、⽇本側の関税引下げは含まれていない)。
バイオエタノール、⼤⾖、トウモロコシ及び肥料等を含む⽶国農産品、及び半導体、航空機等の⽶国製品の購⼊の拡⼤。
ＭＡ⽶制度の枠内で、⽇本国内のコメの需給状況等も勘案しつつ、必要なコメの調達を確保。
 LNG等⽶国産エネルギーの安定的及び⻑期的な購⼊。アラスカLNGプロジェクトに関する検討。

（⾮関税措置の⾒直し）
 ⽇本は、⽇本の交通環境においても安全な、⽶国メーカー製の乗⽤⾞を、追加試験なく輸⼊可能とする。
 ⽇本は、クリーンエネルギー⾃動⾞（CEV）導⼊促進補助⾦の運⽤に関して適切な⾒直しを⾏う。
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（参考）⽯破総理⼤⾂のぶら下がり会⾒（2025年7⽉23⽇） （抜粋）

 まさに、関税より投資。２⽉のホワイトハウスにおける⾸脳会談で私がトランプ⼤統領に提案
して以来、⼀貫して⽶国に対し主張し、働きかけを強⼒に続けてきた結果であります。守るべ
きものは守った上で、⽇⽶両国の国益に⼀致する形での合意を⽬指してまいりました。今
回、トランプ⼤統領との間で、まさにそのような合意が実現するということになったものと考え
ております。

 今回の合意による、品⽬ごとの関税率につきましては、対⽶輸出品⽬がたくさんございますの
で、 品⽬ごとの関税率については、全国約１０００カ所の特別相談窓⼝で、丁寧にお答
えができるように速やかに措置をいたします。そのような指⽰を出したところであります。中⼩
企業・⼩規模事業者の⽅々の資⾦繰り等への⽀援につきましても、丁寧にご相談に応じて
まいるという⽅針でございます。

 緊密な⽇⽶関係は、⽇⽶両国のみならず、インド太平洋及び国際社会全体の安定と繁
栄に不可⽋なものあります。私とトランプ⼤統領との間で、今般の合意の実施に努めるとと
もに、経済のみならず、あらゆる分野での⽇⽶関係を更に発展させ、⾃由で開かれたインド
太平洋の実現に向けて、更に取り組んでまいります。
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第⼆次トランプ政権下での主要な関税措置（8⽉22⽇以降）

４

7⽉31⽇に公表された新たな相互関税率を適⽤
・⽇本については、MFN税率を含み15％（ただし、15％を超えるものはMFN税率）で合意相互関税

追加関税率︓30%（移⺠・薬物による追加関税20％＋相互関税10％）
→（11⽉10⽇から）相互関税の国別上乗せ関税（24%）を追加、計54%対中国

移⺠・薬物による追加関税率︓35%（USMCA適合品は免除）対カナダ
移⺠・薬物による追加関税率︓25%（USMCA適合品は免除）
• 7⽉31⽇から90⽇間、追加関税の30%への引き上げを延期中対メキシコ

追加関税率︓50％（対ブラジル関税40％＋相互関税10％）対ブラジル
追加関税率︓25%
→（8⽉27⽇から）ロシア産⽯油の輸⼊に関する関税（25%）を追加、計50%対インド

＜国・地域別関税＞根拠法︓IEEPA(国際緊急経済権限法)

追加関税率︓50%（派⽣品については含有分に対して課税）鉄鋼・アルミ・銅
追加関税率︓25％
• メキシコ、カナダからのUSMCA適合⾃動⾞は⾮⽶国部分のみ課税、同適合⾃動⾞部品は現在無税
• 英国は年間10万台までMFN込みで10%、以降25％。
• ⽇本・EU・韓国については、MFN税率を含み15％で合意

⾃動⾞・
⾃動⾞部品

232条調査を実施中
• ⽇本は、仮に分野別関税が課される場合も他国に劣後する形で扱わないことで合意

半導体・医薬品

⽊材、中・⼤型トラック、重要鉱物、航空機・航空機部品、ポリシリコン、ドローン、⾵⼒タービン・部品について
232条調査を実施中その他

＜分野別関税＞根拠法︓通商拡⼤法232条

※相互関税は、分野別関税が適⽤されている品⽬、今後適⽤の可能性のある品⽬（半導体・医薬品等）等には課されない。
※中国に対する移⺠・薬物による追加関税は、分野別関税の対象品⽬にも課される。
※カナダ、メキシコに対する移⺠・薬物による追加関税は、⾃動⾞・⾃動⾞部品関税、鉄鋼・アルミ関税の対象品⽬には課されない。
※対ブラジル関税は、分野別関税の対象品⽬には課されない。



⽶国の⽇本からの輸⼊品⽬と追加関税賦課状況

乗⽤⾞(8703)

変速機(8707)

半導体製造装置
(8486)

建設機械
(8429)ターボエンジン(8411)

(出所)各写真は各社HP等より
バッテリー
(8507)

変圧器・整流器
(8504)

※⽶国輸⼊統計(2024)HS２桁で経産省作成。（）内はHS４桁。⾃動⾞部品及び鉄鋼・アルミ・銅派⽣品への関税は他分類品⽬も⼀部対象である点、
相互関税に除外品⽬がある点を考慮してない。
※⽊材(3/1〜) 、中・⼤型トラック(4/22〜)、重要鉱物(4/22〜)、航空機・航空機部品(5/1〜)、ポリシリコン（7/1〜）、ドローン（7/1〜）、

⾵⼒タービン・部品（8/13〜）について232条調査が進⾏中

対⽶輸出総額
$1,480億
※対象外品⽬

$192億
(HS2桁で分類)

⾃動⾞/部品
34%,

$513億

⽣産⽤・業務⽤・
汎⽤機械

24%, $361億

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
13%

$192億

医薬品
4.9%, $74億

精密機械
4.7%

$71億

化学製品
6.6%, $100億

航空機部品
1.2% $18億

その他
8.0%
$121億

医薬品は⼤部分が除外
（$73億）

半導体除外
（$17億）

②⾃動⾞・⾃動⾞部品

 ⽶国政府は、①鉄鋼・アルミ・銅及び派⽣品、②⾃動⾞及び⾃動⾞部品への関税、③相互関税を発動。
 相互関税除外品は、今後、個別に関税措置される可能性（半導体、医薬品等）。
 ⽇⽶両国は、⽶国の関税措置への対応について７⽉23⽇に合意。今後、⽶側において必要な措置がとられる
⾒込み。

半導体除外
（$58億）

③相互関税

①鉄鋼・アルミ・銅及び派⽣品

鉄鋼
2.0%,
$31億

タイヤ(4011)

航空機部品(8807)

医療機器(9018)
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